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前
回
は
労
働
保
険
の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
し

ま
し
た
が
、
今
回
は
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
労
働

保
険
の
概
算
保
険
料
額
と
確
定
保
険
料
額
に
つ
い

て
ご
説
明
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
今
回
の
話
を
ご
理

解
い
た
だ
け
れ
ば
、
煩
わ
し
い
と
感
じ
て
い
た
労

働
保
険
料
の
申
告
書
が
、
す
ら
す
ら
と
記
入
で
き

る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
労
働
保
険
料
（
２
）

　
毎
年
、
労
働
保
険
料
を
算
定
し
て
申
告
す
る
こ

と
を
「
労
働
保
険
の
年
度
更
新
」
と
い
い
、
そ
の

際
、
確
定
保
険
料
お
よ
び
概
算
保
険
料
を
算
定
し

て
、
申
告
書
に
記
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
確
定
保
険
料
額

　
確
定
保
険
料
額
と
は
、
『
前
年
４
月
１
日
か
ら

当
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
実
際
に
支
払
っ
た
賃
金

総
額
に
よ
り
確
定
し
た
労
働
保
険
料
の
額
』
の
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
１
年
間
に
労
働
者
に
対

し
て
実
際
に
支
払
っ
た
賃
金
総
額
に
原
則
と
し
て
、

労
災
保
険
率
と
雇
用
保
険
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の

合
算
額
を
い
い
ま
す
。
こ
の
確
定
保
険
料
は
次
の

年
度
の
初
日
（
４
月
１
日
）
か
ら
５
０
日
以
内
（
５

月
２
０
日
ま
で
）
に
納
付
し
ま
す
。
ま
た
、
期
の

途
中
で
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
は
、
事
業
を
廃
止

し
た
日
か
ら
５
０
日
以
内
に
納
付
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

●
概
算
保
険
料
額

　
概
算
保
険
料
額
と
は
、
『
当
年
４
月
１
日
か
ら

翌
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
支
払
う
こ
と
が
予
定
さ

れ
る
賃
金
総
額
に
よ
り
概
算
で
算
定
し
た
労
働
保

険
料
の
額
』
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
当
年
度
に

労
働
者
に
支
払
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
賃
金
総
額

に
、
原
則
と
し
て
労
災
保
険
率
と
雇
用
保
険
料
を

乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
を
い
い
ま
す
。

　
年
度
更
新
の
際
、
概
算
保
険
料
の
算
定
に
あ
た

っ
て
の
賃
金
総
額
は
大
き
な
変
動
（
１
０
０
分
の

５
０
を
下
回
る
か
１
０
０
分
の
２
０
０
を
超
え
る

か
の
い
ず
れ
か
）
が
見
込
ま
れ
な
い
限
り
、
前
年

度
の
確
定
保
険
料
額
の
算
定
に
用
い
た
賃
金
総
額

を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

（
図
１
参
照
）
。
概
算
保
険
料
も
、
保
険
年
度
の

初
日
か
ら
５
０
日
以
内
（
５
月
２
０
日
ま
で
）
に

納
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
期
の
途
中
で
事
業
を
開
始
し
た
場
合
は
、

事
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
５
０
日
以
内
に
納
付
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
年
度
更
新
に
お
け
る
概
算
保
険
料
と

　
確
定
保
険
料
の
関
係

　
前
年
度
の
確
定
保
険
料
額
が
決
定
し
た
ら
、
す

で
に
支
払
っ
た
概
算
保
険
料
額
と
の
過
不
足
を
精

算
し
ま
す
。
す
で
に
支
払
っ
た
概
算
保
険
料
額
が

多
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
額
を
当
年
度
の
概
算

保
険
料
に
充
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
ま
た
、

逆
に
す
で
に
支
払
っ
た
概
算
保
険
料
の
額
が
少
な

い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
差
額
を
納
付
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
り
ま
す
（
図
２
参
照
）
。
　
　

　
今
年
の
年
度
更
新
で
は
、
平
成
１
４
年
４
月
１

日
か
ら
平
成
１
５
年
３
月
３
１
日
（
平
成
１
４
年

度
）
が
確
定
保
険
料
の
算
定
対
象
期
間
と
な
り
、

平
成
１
５
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
１
６
年
３
月
３

１
日
（
平
成
１
５
年
度
）
ま
で
が
概
算
保
険
料
の

算
定
対
象
期
間
と
な
り
ま
す
。

14 年度の
概算保険料額

13 年度の
確定保険料額

計算の元となる
賃金増額が同じ

(原則)

15 年度の
概算保険料額

14 年度の
確定保険料額

計算の元となる
賃金増額が同じ

(原則)

16 年度の
概算保険料額

15 年度の
確定保険料額

計算の元となる
賃金増額が同じ

(原則)

過
不
足
の
精
算

過
不
足
の
精
算

過
不
足
の
精
算

過
不
足
の
精
算

15年度の概算保険料算定の基
礎となる賃金総額の見込額が、
14年度の確定保険料算定の基
礎となった賃金総額の

半分（５０％）以上
２倍（２００％）以下

15 年度の概算保険料の
算定の基礎となる賃金総額

＝14 年度の賃金総額

15 年度の概算保険料の
算定の基礎となる賃金総額

＝15 年度の賃金総額の
　見込み額

YES

NO

（前年度）

■会員限定の「傷害保険」の
　申し込みが始まりました！

　先日、ＦＡＸにて「日本農業法人協会傷害

保険制度」のご案内をさせていただきましたが、

当協会会員限定の傷害保険制度は、７年目を

迎え、「安い保険料でしっかりした補償！」「Ｆ

ＡＸで申し込めて手続きが簡単！」等、ご利

用いただき易い内容になっており、多くの会

員さんにご利用いただいております。

　　この保険は・・・

当協会会員の従業員等の皆様が、当該農場の

関連業務に従事しているとき、不慮の事故に

よって傷害を受け、死亡または入院・通院し

た場合に保険金をお支払いするものです。

　　保険期間

平成１５年１０月１日～１６年１０月１日

　　加入申し込み

平成１５年９月１７日（水）まで

加入申込は原則ＦＡＸ利用（加入依頼書兼被

保険者明細書）とします（郵送も可）

★詳細につきましては事務局までご相談下さい。

　「傷害保険制度」の内容については、下記

　ホームページでもご覧になれます。

　http://www.hojin.or.jp/

図１
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